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寒 川 町 契 約 規 則 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(入 札 保 証 金 ) (入 札 保 証 金 ) 

第 7条  （ 略 ）  第 7条  （ 略 ）  

2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、契 約 担 当 者

が 、次 の 各 号           に 該 当 す る も の

と 認 め た と き は 、入 札 保 証 金 の 全 部 又 は

一 部 を 免 除 す る こ と が で き る 。  

2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、契 約 担 当 者

が 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の

と 認 め た と き は 、入 札 保 証 金 の 全 部 又 は

一 部 を 免 除 す る こ と が で き る 。  

(1) （ 略 ）  (1) （ 略 ）  

( 2 )  第 3条 の 規 定 に 基 づ く 適 正 な 参 加

資 格 を 有 す る 者 で 過 去 2年 間 に 本 町 及

び 国 (公 社 を 含 む 。)又 は 他 の 地 方 公 共

団 体 と 種 類 及 び 規 模 を ほ ぼ 同 じ く す

る 契 約 を 数 回 以 上 に わ た つ て 契 約 し 、

か つ 、こ れ ら を す べ て 誠 実 に 履 行 し た

者 に つ い て そ の 者 が 契 約 を 締 結 し な

い こ と と な る お そ れ が な い と 認 め ら

れ る と き 。  

(2) 入 札 者 が 、過 去 5年 間 に 本 町 又 は 国

(公 社 を 含 む 。)若 し く は 他 の 地 方 公 共

団 体 と 種 類 及 び 規 模 を ほ ぼ 同 じ く す

る 契 約 を 締 結 し 、こ れ ら を す べ て 誠 実

に 履 行 し 、か つ 、契 約 を 締 結 し な い こ

と と な る お そ れ が な い と 認 め ら れ る

と き 。                            

                                 

       

(3) （ 略 ）  (3) （ 略 ）  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(入 札 保 証 金 に 代 る   担 保 ) (入 札 保 証 金 に 代 わ る 担 保 ) 

第 10条  第 7条 の 入 札 保 証 金 の 納 付 は 、次

に 掲 げ る 担 保 の 提 供 を も つ て こ れ に 代

え る こ と が で き る 。  

第 10条  第 7条 の 入 札 保 証 金 の 納 付 は 、次

に 掲 げ る 担 保 の 提 供 を も つ て こ れ に 代

え る こ と が で き る 。  

(1) 国 債 及 び 地 方 債 証 券             

           

( 1 ) 国 債 (利 付 き 国 債 に 限 る 。 )又 は 地

方 債 の 証 券  

(2) 鉄 道 債 権 そ の 他 の 政 府 保 証 の あ る

債 権  

(2) 鉄 道 債 券 そ の 他 の 政 府 保 証 の あ る

債 券  

(3) 銀 行 そ の 他 の 確 実 と 認 め る 金 融 機

関 (以 下「 銀 行 」と い う 。 )が 振 り 出 し

  又 は 支 払 保 証 を し た 小 切 手  

(3) 銀 行 そ の 他 の 確 実 と 認 め る 金 融 機

関 (以 下「 銀 行 」と い う 。)が 振 り 出 し 、

又 は 支 払 保 証 を し た 小 切 手  

(4) 銀 行 又 は 町 長 が 確 実 と 認 め る 金 融

機 関 の 保 証 及 び 公 共 工 事 の 前 払 金 保

証 事 業 に 関 す る 法 律 (昭 和 27年 法 律 第

184号 )第 5条 の 規 定 に 基 づ き 登 録 を 受

け た 保 証 事 業 会 社 の 保 証  

(4) 銀 行 又 は 町 長 が 確 実 と 認 め る 金 融

機 関 の 保 証                        

                                 

                                 

                      

(5) （ 略 ）  (5) （ 略 ）  

2 前 項 に 掲 げ る 担 保 の 価 格 は 同 項 第 1号

か ら 第 3号 の も の は 額 面 金 額 と し 、 そ の

他 の も の は 額 面 金 額 の 10分 の 8以 内 と す

2 前 項 に 掲 げ る 担 保 の 価 格 は 同 項 第 1号

か ら 第 4号 の も の は 額 面 金 額 と し 、 そ の

他 の も の は 額 面 金 額 の 10分 の 8以 内 と す
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る 。  る 。  

(担 保 提 供 の さ い の 留 意 事 項 ) (担 保 提 供 の 際   の 留 意 事 項 ) 

第 11条  前 条 第 1項 第 1号 、 第 2号 及 び 第 4

号 に 掲 げ る も の を 入 札 保 証 金 に 代 わ る

担 保 と し て 提 供 さ せ る 場 合 に お い て 、当

該 担 保 が 記 名 証 券 で あ る と き は 、売 却 承

諾 書 及 び 白 紙 委 任 状 を 添 付 さ せ な け れ

ば な ら な い 。  

第 11条  前 条 第 1項 第 1号 、 第 2号 及 び 第 5

号 に 掲 げ る も の を 入 札 保 証 金 に 代 わ る

担 保 と し て 提 供 さ せ る 場 合 に お い て 、当

該 担 保 が 記 名 証 券 で あ る と き は 、売 却 承

諾 書 及 び 白 紙 委 任 状 を 添 付 さ せ な け れ

ば な ら な い 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(最 低 制 限 価 格 の 設 定 ) (最 低 制 限 価 格 の 設 定 ) 

第 14条  （ 略 ）  第 14条  （ 略 ）  

2 一 般 競 争 入 札 に お い て 、前 項 の 規 定 に

よ り 最 低 制 限 価 格 を 付 す 必 要 が あ る と

き は 、契 約 担 当 者 が こ れ を 付 す 必 要 が あ

る と 認 め る 理 由 並 び に 付 そ う と す る 最

低 制 限 価 格 の 額 及 び そ の 算 出 基 礎 を 明

ら か に し 、町 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な

ら な い 。  

2 前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、最 低 制 限

価 格 に つ い て は 、別 に 定 め る と こ ろ に よ

る 。                                

                                   

                                   

                                   

      

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(入 札 の 無 効 ) (入 札 の 無 効 ) 

第 1 6条  入 札 に 付 し た 場 合 に お い て 申 込

の 入 札 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る も の は 、当 該 入 札 は 無 効 と し な け れ ば

な ら な い 。  

第 16条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

入 札 は 無 効 と す る 。                  

                                   

          

(1)・ (2) （ 略 ）  (1)・ (2) （ 略 ）  

(3) 郵 便 に よ り 送 付 さ れ た 入 札 書 が 所

定 の 日 時             場 所 に 到 着 し

な い も の  

(3) 郵 便 に よ り 送 付 さ れ た 入 札 書 が 所

定 の 日 時 ま で に 所 定 の 場 所 に 到 着 し

な い も の  

(4) （ 略 ）  (4) （ 略 ）  

( 5 )  同 一 事 項 の 入 札 に つ い て 2  以 上

の 入 札 書 を 提 出 し た も の  

( 5 )  同 一 事 項 の 入 札 に つ い て 2通 以 上

の 入 札 書 を 提 出 し た も の  

( 6 )  他 人 の 代 理 を 兼 ね   又 は 2人 以 上

の 代 理 を し た 者            

(6) 他 人 の 代 理 を 兼 ね 、又 は 2者 以 上 の

代 理 を し た 者 の し た 入 札  

(7)～ (9) （ 略 ）  (7)～ (9) （ 略 ）  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(入 札 期 日 の 延 期 等 ) (入 札     の 延 期 等 ) 

第 19条  （ 略 ）  第 19条  （ 略 ）  

(再 度 入 札 ) (再 度 入 札 ) 

第 2 0条  政 令 第 1 6 7条 の 8第 3項 の 規 定 に

よ る 再 度 入 札 は 、 1回 と す る 。 た だ し 、

第 2 0条  政 令 第 1 6 7条 の 8第 4項 の 規 定 に

よ る 再 度 入 札 は 、 1回 と す る 。 た だ し 、
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契 約 担 当 者 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め た

と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

契 約 担 当 者 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め た

と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

2 （ 略 ）  2 （ 略 ）  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(入 札 保 証 金 の 還 付 ) (入 札 保 証 金 の 還 付 ) 

第 24条  入 札 保 証 金 は 、開 札 終 了 後      

                                   

      還 付 す る 。た だ し 、落 札 者 に 対 し

て は     、 契 約 締 結 後   還 付 す る 。  

第 24条  入 札 保 証 金 は 、 開 札 終 了 後 又 は

入 札 が 中 止 さ れ 、若 し く は 取 り 消 さ れ た

場 合 に 還 付 す る 。た だ し 、落 札 者 の 入 札

保 証 金 は 、 契 約 締 結 後 に 還 付 す る 。  

2                                  

落 札 者 の 入 札 保 証 金 は 、当 該 落 札 者 の 申

出 に よ り 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 に

充 当 す る こ と が で き る 。  

2 前 項 た だ し 書 の 規 定 に か か わ ら ず 、落

札 者 の 入 札 保 証 金 は 、当 該 落 札 者 の 申 出

に よ り 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 に 充

当 す る こ と が で き る 。  

（ 加 え る ）  3 第 2項 の 規 定 に よ り 入 札 保 証 金 を 還 付

又 は 充 当 す る 場 合 に は 、 利 子 を 付 さ な

い 。  

(入 札 経 過 調 書   ) (入 札 経 過 調 書 等 ) 

第 2 5条  契 約 担 当 者 は 、 開 札 を し た 場 合

に お い て は 、入 札 の 経 過 を 明 ら か に し た

入 札 経 過 調 書 (第 2号 様 式 )            

              を 作 成 し 、当 該 入 札 に か

か る 入 札 書 そ の 他 の 書 類 と と も に 保 存

し な け れ ば な ら な い 。  

第 25条  契 約 担 当 者 は 、 開 札 を し た 場 合

に お い て は 、入 札 の 経 過 を 明 ら か に し た

入 札 経 過 調 書 (第 2号 様 式 )又 は 入 札 結 果

を 記 録 し た 書 面 を 作 成 し 、当 該 入 札 に か

か る 入 札 書 そ の 他 の 書 類 と と も に 保 存

し な け れ ば な ら な い 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(入 札 者 の 指 名 ) (入 札 者 の 指 名 ) 

第 2 8条  契 約 担 当 者 は 、 指 名 競 争 入 札 に

付 そ う と す る と き は 、前 条 の 名 簿 に 登 録

さ れ た 者 の 中 か ら 、契 約 の 履 行 が 誠 実 か

つ 確 実 と 認 め ら れ る 者 を 特 別 の 事 情 が

な い 限 り 3人 以 上 指 名 し な け れ ば な ら な

い 。  

第 28条  契 約 担 当 者 は 、 指 名 競 争 入 札 に

付 そ う と す る と き は 、前 条 の 名 簿 に 登 録

さ れ た 者 の 中 か ら 、契 約 の 履 行 が 誠 実 か

つ 確 実 と 認 め ら れ る 者 を 特 別 の 事 情 が

な い 限 り 3者 以 上 指 名 し な け れ ば な ら な

い 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

〔 随 意 契 約 〕  〔 随 意 契 約 〕  

第 31条  契 約 担 当 者 は 、 随 意 契 約 に よ ろ

う と す る と き は 、あ ら か じ め 第 12条 の 規

定 に 準 じ 予 定 価 格 を 定 め る と と も に 契

約 条 項 そ の 他 見 積 り に 必 要 な 事 項 を 示

し て 、 な る べ く 2人 以 上 か ら 見 積 書 を 徴

さ な け れ ば な ら な い 。  

第 31条  契 約 担 当 者 は 、 随 意 契 約 に よ ろ

う と す る と き は 、あ ら か じ め 第 12条 の 規

定 に 準 じ 予 定 価 格 を 定 め る と と も に 契

約 条 項 そ の 他 見 積 り に 必 要 な 事 項 を 示

し て 、 な る べ く 2者 以 上 か ら 見 積 書 を 徴

さ な け れ ば な ら な い 。  

2 （ 略 ）  2 （ 略 ）  

～ 略 ～  ～ 略 ～  
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(契 約 保 証 金 の 免 除 ) (契 約 保 証 金 の 免 除 ) 

第 3 6条  前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の

各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、契 約

保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 を 免 除 す る こ と

が で き る 。  

第 36条  前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の

各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、契 約

保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 を 免 除 す る こ と

が で き る 。  

(1) （ 略 ）  (1) （ 略 ）  

(2) 契 約 の 相 手 方 か ら 委 託 を 受 け た 保

険 会 社 と 工 事 履 行 保 証 契 約 を 締 結 し

た と き 。  

(2) 契 約 者       か ら 委 託 を 受 け た 保

険 会 社 と 工 事 履 行 保 証 契 約 を 締 結 し

た と き 。  

(3) 契 約 者 が 第 3条 (第 27条 で 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 )に 規 定 す る 参 加 資 格 を

有 す る も の で 過 去 2年 間 に 本 町 及 び 国

(公 社 を 含 む 。)又 は 他 の 地 方 公 共 団 体

と の 間 に 当 該 契 約 と 種 類 及 び 規 模 を

ほ ぼ 同 じ く す る 契 約 を 数 回 以 上 に わ

た つ て 締 結 し 、こ れ ら を す べ て 誠 実 に

履 行 し 、か つ 、契 約 を 履 行 し な い こ と

と な る お そ れ が な い と 認 め ら れ る と

き 。  

(3) 契 約 者 が 、過 去 5年 間 に 本 町 又 は 国

(公 社 を 含 む 。)若 し く は 他 の 地 方 公 共

団 体 と の 間 に 当 該 契 約 と 種 類 及 び 規

模 を ほ ぼ 同 じ く す る 契 約 を 締 結 し 、こ

れ ら を す べ て 誠 実 に 履 行 し 、か つ 、契

約 を 履 行 し な い こ と と な る お そ れ が

な い と 認 め ら れ る と き 。            

                                 

                                 

  

( 4 ) 法 令 に 基 づ き 、 延 納 が 認 め ら れ る

場 合 に お い て   確 実 な 担 保 が 提 供 さ

れ た と き 。  

(4) 法 令 に 基 づ き   延 納 が 認 め ら れ る

場 合 に お い て 、確 実 な 担 保 が 提 供 さ れ

た と き 。  

(5) 物 品 を 売 り 払 う 契 約 を 締 結 す る 場

合 に お い て   売 払 代 金 が 即 納 さ れ る

と き 。  

(5) 物 品 を 売 り 払 う 契 約 を 締 結 す る 場

合 に お い て 、売 払 代 金 が 即 納 さ れ る と

き 。  

(6)・ (7) （ 略 ）  (6)・ (7) （ 略 ）  

（ 加 え る ）  (契 約 保 証 金 に 代 わ る 担 保 ) 

第 36条 の 2 前 条 の 契 約 保 証 金 の 納 付 は 、

次 に 掲 げ る 担 保 の 提 供 を も つ て こ れ に

代 え る こ と が で き る 。  

(1) 国 債 (利 付 き 国 債 に 限 る 。 )又 は 地

方 債 の 証 券  

(2) 鉄 道 債 券 そ の 他 の 政 府 保 証 の あ る

債 券  

(3) 銀 行 が 振 り 出 し 、 又 は 支 払 保 証 を

し た 小 切 手  

(4) 銀 行 又 は 町 長 が 確 実 と 認 め る 金 融

機 関 の 保 証 若 し く は 公 共 工 事 の 前 払

金 保 証 事 業 に 関 す る 法 律 (昭 和 27年 法

律 第 184号 )第 5条 の 規 定 に 基 づ き 登 録

を 受 け た 保 証 事 業 会 社 (以 下 「 保 証 事

業 会 社 」 と い う 。 )の 保 証  
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( 5 ) そ の 他 町 長 が 確 実 と 認 め る 有 価 証

券  

2 前 項 に 掲 げ る 担 保 の 価 格 は 同 項 第 1号

か ら 第 4号 の も の は 額 面 金 額 と し 、 そ の

他 の も の は 額 面 金 額 の 10分 の 8以 内 と す

る 。  

(契 約 保 証 金 の 還 付 ) (契 約 保 証 金 の 還 付 ) 

第 3 7条  契 約 保 証 金 は 、 工 事 若 し く は 製

造 又 は 給 付 の 確 認 又 は 検 査 が 終 了 し て

か ら 契 約 者 か ら 契 約 保 証 金 還 付 請 求 書

の 提 出 を 受 け て 還 付 す る も の と す る 。た

だ し 、第 51条 及 び 第 52条 の 規 定 に よ る 契

約 解 除 の 場 合 は 、契 約 保 証 金 を 没 収 す る

と き を 除 き 、 契 約 を 解 除 し た 後 と す る 。 

第 37条  契 約 保 証 金 は 、 工 事 若 し く は 製

造 又 は 給 付 の 確 認 又 は 検 査 が 終 了 し て

か ら 契 約 者 か ら 契 約 保 証 金 還 付 請 求 書

の 提 出 を 受 け て 還 付 す る も の と す る 。た

だ し 、第 53条 及 び 第 54条 の 規 定 に よ る 契

約 解 除 の 場 合 は 、契 約 保 証 金 を 没 収 す る

と き を 除 き 、 契 約 を 解 除 し た 後 と す る 。 

(入 札 保 証 金 に 関 す る 規 定 の 準 用 ) (入 札 保 証 金 に 関 す る 規 定 の 準 用 ) 

第 38条  第 10条 及 び 第 11条 の 規 定 は 、 契

約 保 証 金 に つ い て 準 用 す る 。          

                                   

                                   

         

第 38条            第 11条 の 規 定 は 、 契

約 保 証 金 に つ い て 準 用 す る 。こ の 場 合 に

お い て 、同 条 中「 入 札 保 証 金 」と あ る の

は 、「 契 約 保 証 金 」と 読 み 替 え る も の と

す る 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(契 約 金 の 支 払 ) (契 約 金 の 支 払 ) 

第 46条  （ 略 ）  第 46条  （ 略 ）  

（ 加 え る ）  2 前 項 の 契 約 金 は 、そ の 正 当 な 請 求 書 を

受 理 し た 日 か ら 起 算 し て 、工 事 請 負 契 約

に あ っ て は 40日 以 内 に 、そ の 他 の 契 約 に

あ っ て は 30日 以 内 に 支 払 う も の と す る 。 

(前 金 払 ) (前 金 払 ) 

第 4 7条  工 事 又 は 製 造 の 請 負 契 約 を 行 う

場 合 に お い て 、契 約 者 が 公 共 工 事 の 前 払

金 保 証 事 業 に 関 す る 法 律 (昭 和 27年 法 律

第 184号 )第 5条 の 規 定 に よ り 登 録 を 受 け

た 保 証 事 業 会 社 (以 下 「 保 証 事 業 会 社 」

と い う 。 )の 前 払 金 保 証 を 有 す る も の と

確 認 し た 場 合 に お い て は 、当 該 契 約 金 額

が 1件 300万 円 以 上 の も の に 限 り 、 3,000

万 円 を 限 度 と し て 、 当 該 契 約 金 額 の 100

分 の 4 0を 超 え な い 範 囲 の 額 を 前 金 払 す

る こ と が で き る 。                    

                                   

         

第 47条  契 約 金 額 が 1件 1,30 0 , 0 0 0円 を 超

え る 工 事 (土 木 建 築 に 関 す る 工 事 の 設 計

及 び 調 査 並 び に 土 木 建 築 に 関 す る 工 事

の 用 に 供 す る こ と を 目 的 と す る 機 械 類

の 製 造 を 除 く 。 )の 工 事 請 負 契 約 を 行 う

場 合 に お い て 、契 約 者 が 保 証 事 業 会 社 の

前 払 金 保 証 を 有 す る も の と 確 認 し た と

き は 、 当 該 契 約 金 額 の 100分 の 40を 超 え

な い 範 囲 の 額 を 前 金 払 す る こ と が で き

る 。こ の 場 合 に お い て 、契 約 金 額 が 250,

000, 00 0円 を 超 え る 工 事 請 負 契 約 に つ い

て は 、 100,000 ,0 00円 を 限 度 額 と す る こ

と が で き る 。  
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（ 加 え る ）  2 前 項 の 規 定 に よ り 前 金 払 し た 工 事 が 、

地 方 自 治 法 施 行 規 則 (昭 和 22年 内 務 省 令

第 29号 )附 則 第 3条 第 3項 各 号 に 掲 げ る 要

件 に 該 当 す る と き は 、 当 該 契 約 金 額 の 1

00分 の 20を 超 え な い 範 囲 の 額 を 、中 間 前

金 払 (同 項 に 規 定 す る 既 に し た 前 金 払 に

追 加 し て す る 前 金 払 を い う 。 以 下 同 じ )

す る こ と が で き る 。  

（ 加 え る ）  3  継 続 費 又 は 債 務 負 担 行 為 に 係 る 契 約

に つ い て 前 金 払 を す る 場 合 に お け る 第 1

項 及 び 前 項 並 び に 第 49条 の 規 定 の 適 用

に つ い て は 、こ れ ら の 規 定 中「 契 約 金 額 」

と あ る の は「 各 会 計 年 度 に お け る 出 来 高

予 定 額 」 と す る 。  

（ 加 え る ）  4  前 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す

る 第 1項 及 び 第 2項 の 規 定 に か か わ ら ず 、

前 会 計 年 度 末 に お け る 出 来 高 金 額 が 前

会 計 年 度 の 出 来 高 予 定 額 に 達 し な い と

き は 、出 来 高 金 額 が 前 会 計 年 度 の 出 来 高

予 定 額 に 達 す る ま で の 間 、当 該 会 計 年 度

の 前 金 払 を す る こ と が で き な い 。  

（ 加 え る ）  5  第 1項 及 び 第 2項 (こ れ ら の 規 定 を 第 3

項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場

合 を 含 む 。 )の 規 定 に よ る 前 払 金 は 、 契

約 者 の 正 当 な 請 求 書 を 受 理 し た 日 か ら

起 算 し て 14日 以 内 に 支 払 う も の と す る 。 

(前 金 払 の 申 請       ) (前 金 払 の 申 請 手 続 等 ) 

第 48条  契 約 者 が 、前 条      の 規 定 に よ

り 前 金 払 を 受 け よ う と す る と き は 、    

                              公 共

工 事 前 金 払 申 請 書 (第 3号 様 式 )に 保 証 事

業 会 社 の 保 証 証 書 を 添 え て 、町 長 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

第 48条  契 約 者 は 、前 条 第 1項 の 規 定 に よ

り 前 金 払 を 受 け よ う と す る と き は 、契 約

締 結 の 日 か ら 起 算 し て 20日 以 内 に 公 共

工 事 前 金 払 申 請 書 (第 3号 様 式 )に 保 証 事

業 会 社 の 保 証 証 書 を 添 え て 、町 長 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

2 町 長 は 、 前 項          の 規 定 に よ る

申 請 を 受 け た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査

し 、そ の 適 否 及 び 金 額 を 決 定 し 、公 共 工

事 前 金 払 決 定 通 知 書 (第 4号 様 式 )に よ り

申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

2 町 長 は 、 前 項 又 は 第 5項 の 規 定 に よ る

申 請 を 受 け た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査

し 、そ の 適 否 及 び 金 額 を 決 定 し 、公 共 工

事 前 金 払 決 定 通 知 書 (第 4号 様 式 )に よ り

申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 加 え る ）  3 契 約 者 は 、 前 条 第 2項 の 規 定 に よ り 中

間 前 金 払 を 受 け よ う と す る と き は 、中 間

前 金 払 認 定 請 求 書 (第 4号 様 式 の 2)を 町

長 に 提 出 し て 、  中 間 前 金 払 を 受 け る 要
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件 を 備 え て い る こ と の 認 定 を 受 け な け

れ ば な ら な い 。  

（ 加 え る ）  4 町 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 認 定 請 求 を

受 け た と き は 、速 や か に そ の 内 容 を 審 査

し 、そ の 適 否 を 決 定 し 、中 間 前 金 払 認 定

通 知 書 (第 4号 様 式 の 3 )に よ り 請 求 者 に

通 知 す る も の と す る 。  

（ 加 え る ）  5 契 約 者 は 、前 項 の 規 定 に よ り 中 間 前 金

払 を 受 け る 要 件 を 備 え て い る こ と を 認

定 す る 旨 の 通 知 を 受 け て 当 該 中 間 前 金

払 を 申 請 す る と き は 、当 該 認 定 の 通 知 を

受 け た 日 か ら 起 算 し て 20日 以 内 に 公 共

工 事 前 金 払 申 請 書 (第 3号 様 式 )に 保 証 事

業 会 社 の 保 証 証 書 を 添 え て 、町 長 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

(前 払 金 の 変 更 ) (前 払 金 の 変 更 ) 

第 49条  町 長 は 、前 金 払                

     を し た 後 に 設 計 変 更 そ の 他 の 理 由

に よ り 契 約 変 更 を 必 要 と す る 場 合 に お

い て 、変 更 契 約 金 額     が 当 初 の 契 約 金

額 の 100分 の 20以 上 増 減 し た と き は 、 そ

の 増 減 し た 額 に つ い て 当 初 の 契 約 金 額

に 対 し す で に 支 払 つ た 前 払 金 の 比 率 に

よ り 計 算 し た 額 を 追 加 払 を し 、又 は 還 付

さ せ る こ と が で き る 。  

第 49条  町 長 は 、前 金 払 (中 間 前 金 払 を 含

む 。 )を し た 後 に 設 計 変 更 そ の 他 の 理 由

に よ り 契 約 変 更 を 必 要 と す る 場 合 に お

い て 、変 更 後 の 契 約 金 額 が 当 初 の 契 約 金

額 の 100分 の 20以 上 増 減 し た と き は 、 そ

の 増 減 し た 額 に つ い て 当 初 の 契 約 金 額

に 対 し 既 に   支 払 つ た 前 払 金 の 比 率 に

よ り 計 算 し た 額 を 追 加 払 を し 、又 は 返 還

さ せ る こ と が で き る 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(部 分 払 ) (部 分 払 ) 

第 5 1条  工 事 、 製 造 そ の 他 に つ い て の 請

負 契 約 又 は 物 件 の 購 入 契 約 に お い て 定

め が あ る 場 合         は 、そ の 完 成 前 又

は 完 納 前 に   既 成 部 分 又 は 既 成 部 分 に

応 じ て そ の 代 価 の 一 部 を 支 払 う こ と が

で き る 。  

第 51条  工 事 、 製 造 そ の 他 に つ い て の 請

負 契 約 又 は 物 件 の 購 入 契 約 に お い て 部

分 払 の 定 め を し た 場 合 は 、そ の 完 成 前 又

は 完 納 前 に 、既 成 部 分 又 は 既 納 部 分 に 応

じ て そ の 代 価 の 一 部 を 支 払 う こ と が で

き る 。  

2  前 項 の 規 定 に よ り 部 分 払 を す る 金 額

は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、当 該

各 号 に 定 め る 金 額 を 超 え な い も の と す

る 。  

2  前 項 の 規 定 に よ り 部 分 払 を す る 額   

は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、当 該

各 号 に 定 め る 額   を 超 え な い も の と す

る 。  

(1) 工 事 、製 造 そ の 他 に つ い て の 請 負  

 そ の 既 成 部 分 に 対 す る 代 価 の 1 0 0分

の 90に 相 当 す る 額  

(1) 工 事 、 製 造 そ の 他 に つ い て の 請 負

 そ の 既 成 部 分 に 対 す る 代 価 の 100分

の 90に 相 当 す る 額  

(2) 工 事 、 製 造 そ の 他 に つ い て の 請 負

で 既 成 部 分 が 明 確 に 分 割 で き る も の  

(2) 工 事 、 製 造 そ の 他 に つ い て の 請 負

で 既 成 部 分 が 明 確 に 分 割 で き る も の
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 そ の 既 成 部 分 に 対 す る 代 価 の 全 額 に

相 当 す る 額  

 そ の 既 成 部 分 に 対 す る 代 価 の 全 額

に 相 当 す る 額  

(3) 物 件 の 購 入   そ の 既 納 部 分 に 対 す

る 代 価 に 相 当 す る 額  

(3) 物 件 の 購 入  そ の 既 納 部 分 に 対 す

る 代 価 に 相 当 す る 額  

3 政 令 附 則 第 7条 の 規 定 に よ る 前 金 払 を

し た 工 事 に つ い て の 部 分 払 の 額 は 、次 の

算 式 に よ り 算 定 す る 。  

3 第 47条 第 5項   の 規 定 に よ る 前 金 払 を

し た 工 事 に つ い て の 部 分 払 の 額 は 、次 の

算 式 に よ り 算 定 す る 。  

部 分 払 の 額 ≦ 出 来 高 金 額 ×( ( 9／ 1 0 )

－ (前 払 金 額 ／ 契 約 金 額 )) 

部 分 払 の 額 ≦ 出 来 高 金 額 ×( ( 9／ 1 0 )

－ (前 払 金 額 ／ 契 約 金 額 )) 

（ 加 え る ）  4  前 項 の 規 定 に よ り 算 定 し た 部 分 払 金

の 支 払 を し た 後 、 再 度 部 分 払 す る 場 合

は 、前 項 中「 出 来 高 金 額 」と あ る の は「 出

来 高 金 額 か ら 既 に 部 分 払 の 対 象 と な っ

た 出 来 高 金 額 を 控 除 し た 額 」 と す る 。  

4 前 2項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 工 事 、 製

造 そ の 他 に つ い て の 請 負 契 約 又 は 物 件

の 購 入 契 約 で 町 長 が 特 に 認 め る も の に

つ い て の 部 分 払 の 額 は 、 町 長 が 定 め る 。 

5 前 3項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 工 事 、 製

造 そ の 他 に つ い て の 請 負 契 約 又 は 物 件

の 購 入 契 約 で 町 長 が 特 に 認 め る も の に

つ い て の 部 分 払 の 額 は 、 町 長 が 定 め る 。 

（ 加 え る ）  6 町 長 は 、継 続 費 又 は 債 務 負 担 行 為 に 係

る 契 約 に つ い て は 、各 会 計 年 度 に お け る

出 来 高 予 定 額 を 定 め る も の と す る 。  

（ 加 え る ）  7 第 2項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 町 長 は 、

継 続 費 又 は 債 務 負 担 行 為 に 係 る 契 約 の

う ち 国 又 は 県 の 補 助 金 の 交 付 対 象 と な

っ た 契 約 に あ っ て は 、出 来 高 の 全 額 に つ

い て 部 分 払 を す る こ と が で き る 。  

（ 加 え る ）  8  継 続 費 又 は 債 務 負 担 行 為 に 係 る 契 約

に つ い て 部 分 払 を す る 場 合 に お け る 第 3

項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、同 項 中「 契

約 金 額 」と あ る の は「 出 来 高 予 定 額 」と

す る 。  

(              違 約 金 ) (履 行 遅 滞 に 伴 う 違 約 金 ) 

第 52条  工 事 請 負 契 約 の   履 行 遅 滞 に あ

つ て は 、未 支 払 契 約 額                 

                                   

                                   

                                   

                                   

            に つ き 、 遅 延 日 数 に 応 じ 、

政 府 契 約 の 支 払 遅 延 防 止 等 に 関 す る 法

律 (昭 和 24年 法 律 第 256号 )第 8条 第 1項 に

定 め ら れ た 率                        

第 5 2条  契 約 に 係 る 債 務 の 履 行 遅 滞 に あ

つ て は 、工 事 請 負 契 約 に つ い て は 契 約 金

額 か ら 部 分 引 渡 し を 受 け た 部 分 に 相 応

す る 金 額 を 控 除 し た 額 、そ の 他 の 契 約 に

つ い て は 、契 約 金 額 か ら 既 成 部 分 又 は 既

納 部 分 で 使 用 し た 部 分 に 相 応 す る 金 額

を 控 除 し た 額 に つ き 、 遅 延 日 数 に 応 じ 、

政 府 契 約 の 支 払 遅 延 防 止 等 に 関 す る 法

律 (昭 和 24年 法 律 第 256号 )第 8条 第 1項 の

規 定 に よ り 財 務 大 臣 が 決 定 す る 率 (金 銭
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                                を

乗 じ た 額 、そ の 他 の 契 約 に あ つ て は 、遅

滞 数 1日 に つ き 未 支 払 契 約 額 の 1, 0 0 0分

の 1に 相 当 す る 額 の 違 約 金 を 徴 収 す る 。

た だ し 、当 該 計 算 方 法 に よ り 算 出 さ れ た

額 が 100円 未 満 の と き 、 又 は 町 長 が 災 害

そ の 他 や む を 得 な い 理 由 が あ る と 認 め

た と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

を 目 的 と す る 消 費 貸 借 契 約 に 係 る も の

に あ っ て は 、 利 息 制 限 法 (昭 和 29年 法 律

第 100号 )第 1条 に 規 定 す る 率 の 1.46倍 を

超 え な い 範 囲 で 町 長 が 別 に 定 め る 率 )を

乗 じ た 額                            

                                   

               の 違 約 金 を 徴 収 す る 。

た だ し 、当 該 計 算 方 法 に よ り 算 出 さ れ た

額 が 100円 未 満 の と き 、 又 は 町 長 が 災 害

そ の 他 や む を 得 な い 理 由 が あ る と 認 め

た と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

2 前 項 の 規 定 に よ る 違 約 金 は 、契 約 金 が

未 払 の 場 合 に あ つ て は 、契 約 金 支 払 額 か

ら           控 除 し て 徴 収 す る も の と

す る 。  

2 前 項 の 規 定 に よ る 違 約 金 は 、契 約 金 額

に 未 払 金 額 が あ る 場 合 に あ つ て は 、当 該

未 払 金 額 か ら 控 除 し て 徴 収 す る も の と

す る 。  

3 違 約 金 の 徴 収 日 数 の 計 算 に つ い て は 、

検 査 に 要 し た 日 数 及 び 工 事 請 負 又 は 物

件 の 購 入 の 検 査 に 不 合 格 と な つ た 場 合

に お け る そ の 手 直 し 、補 強 又 は 引 換 え の

た め に す る 第 1回 の 指 定 日 数 は 、 こ れ を

算 入 し な い 。  

3 第 1項 の 遅 延 日 数  の 計 算 に つ い て は 、

検 査 に 要 し た 日 数 及 び 工 事 請 負 又 は 物

件 の 購 入 の 検 査 に 不 合 格 と な つ た 場 合

に お け る そ の 手 直 し 、補 強 又 は 引 換 え の

た め に す る 第 1回 の 指 定 日 数 は 、 こ れ を

算 入 し な い 。  

(契 約 の 解 除 ) (契 約 の 解 除 ) 

第 53条  契 約 担 当 者 は 、         次 の 各

号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、契 約 を

解 除 す る こ と が で き る 。              

                                   

                      

第 53条  町 長       は 、 契 約 者 が 次 の 各

号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、契 約 を

解 除 す る こ と が で き る 。こ の 場 合 に お い

て 、契 約 者 が 損 害 を 受 け て も 町 長 は そ の

賠 償 責 任 を 負 わ な い 。  

(1) 履 行 期 間 内 に 契 約 を 履 行 し な い と

き 、 又 は 履 行 の 見 込 み が な い と き 。  

(1) 契 約 期 間 内 に 契 約 を 履 行 し な い と

き 、 又 は 履 行 の 見 込 み が な い と き 。  

(2) 正 当 な 理 由 が な く               

            契 約 の 履 行 の 着 手 を し

な い と き 。  

(2) 正 当 な 理 由 が な く 、 着 手 す べ き 期

日 を 過 ぎ て も 契 約 の 履 行 の 着 手 を し

な い と き 。  

(3) 工 事 請 負 契 約 に あ つ て は 、 契 約 者

が 建 設 業 法 (昭 和 24年 法 律 第 100号 )第

1 5 条 第 1項 の 規 定 に よ る 登 録 の ま つ

消 、同 法 第 28条 第 2項 若 し く は 第 4項 の

規 定 に よ る 営 業 の 停 止 又 は 同 法 第 2 9

条 若 し く は 第 29条 の 2の 規 定 に よ り 登

録 の 取 消 し を 受 け た と き 。  

(3) 工 事 請 負 契 約 に あ つ て は 、 契 約 者

が 建 設 業 法 (昭 和 24年 法 律 第 100号 )第

2 8条 第 3項 若 し く は 第 5項 の 規 定 に よ

る 営 業 の 停 止 又 は 同 法 第 2 9条 若 し く

は 第 29条 の 2の 規 定 に よ る 許 可 の 取 消

し を 受 け た と き 。                  

                        

( 4 ) 契 約 締 結 後 そ の 入 札 に つ い て 不 正

の 行 為 が あ つ た こ と を 発 見 し た と き 。 

(4) 契 約 の 締 結 又 は 履 行 に つ き 不 正 の

行 為 が あ つ た と き 。                 

( 5 ) 法 令 (規 則 を 含 む 。 )の 規 定 に よ り (5) 法 令 (規 則 を 含 む 。 )の 規 定 に よ り
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一 定 の 資 格 を 要 す る 場 合 に お い て    

   資 格 が な い こ と を 発 見 し た と き 。  

一 定 の 資 格 を 要 す る 場 合 に お い て 、当

該 資 格 が な い こ と を 発 見 し た と き 。  

(6) 前 各 号 に 掲 げ る ほ か 、 契 約 者 が 契

約 に                 違 反 し た と き 。 

(6) 前 各 号 に 掲 げ る ほ か 、 契 約 者 が こ

の 規 則 又 は 契 約 事 項 に 違 反 し た と き 。 

2・ 3 （ 略 ）  2・ 3 （ 略 ）  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

（ 加 え る ）  (契 約 解 除 に 伴 う 違 約 金 ) 

第 55条  町 長 は 、第 53条 第 1項 の 規 定 に よ

り 契 約 を 解 除 し た と き は 、期 限 を 定 め て

契 約 者 か ら 契 約 金 額 の 100分 の 10以 内 に

相 当 す る 額 を 違 約 金 と し て 徴 収 す る 。  

2 前 項 の 場 合 に お い て 、第 35条 の 規 定 に

よ る 契 約 保 証 金 の 納 付 又 は 第 36条 の 2の

規 定 に よ る 契 約 保 証 金 に 代 わ る 担 保 の

提 供 が あ っ た と き は 、当 該 契 約 保 証 金 又

は 契 約 保 証 金 に 代 わ る 担 保 を も っ て 違

約 金 に 充 当 す る こ と が で き る 。  

（ 加 え る ）  (補 則 ) 

第 5 6条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、

契 約 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、町 長 が 別 に 定

め る 。  

第 3号 様 式 (第 48条 関 係 ) 

（ 略 ）  

第 3号 様 式 (第 48条 関 係 ) 

第 4号 様 式 (第 48条 関 係 ) 

（ 略 ）  

第 4号 様 式 (第 48条 関 係 ) 

 第 4号 様 式 の 2(第 48条 関 係 ) 

 第 4号 様 式 の 3(第 48条 関 係 ) 

   附  則  

 こ の 規 則 は 、平 成 27年 4月 1日 か ら 施 行 す

る 。  
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第3号様式(第48条関係) 

 

公 共 工 事 前 金 払 申 請 書 

 

(あて先) 寒川町長 

  年  月  日 

  

町長 副町長 部長 課長 

副主

幹等 

主任 

            

契約者(受注者)住所又は所在地 

氏名又は名称 代表者氏名 

㊞ 

工事の名称 

前金払申請額 

          円 

変更後の申請額 

          円 

契約金額 

          円 

変更後の契約金額 

          円 

契約年月日 

  年  月  日 

  

保証期間 

     年   月   日から     年   月   日まで 

保証事業会社 

添付書類 

□ 保証証書     □ 

調査認定事項(この欄は、記入しないでください。) 

□ 申請のとおり前金払してよろしいか。 

□ 次の理由により前金払をしない。 

                                         

                                         

                                         

 

現 行 
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第3号様式(第48条関係) 

 

公 共 工 事 前 金 払 申 請 書 

 

(あて先) 寒川町長 

  年  月  日 

  

町長 副町長 部長 課長 

副主

幹等 

担当 

            

契約者(受注者)住所又は所在地 

氏名又は名称 代表者氏名 

㊞ 

工事の名称 

□ 前金払申請額  □ 中間前金払申請額 

          円 

変更後の申請額 

          円 

契約金額 

          円 

変更後の契約金額 

          円 

契約年月日 

  年  月  日 

  

保証期間 

     年   月   日から     年   月   日まで 

保証事業会社 

添付書類 

□ 保証証書     □ 

調査認定事項(この欄は、記入しないでください。) 

□ 申請のとおり前金払･中間前金払してよろしいか。 

□ 次の理由により前金払･中間前金払をしない。 

                                         

                                         

                                         

 

改正案 
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第4号様式(第48条関係) 

公共工事前金払決定通知書 

  年  月  日 

          様 

寒川町長          □印  

次のとおり決定しました。 

工事の名称 

決 定 区 分 

□ 前金払する        □ 前金払しない 

前金払決定額 

                 円 

追 加 払 額 

                 円 

前金払しない理由 

                                        

                                        

                                        

現 行 
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第4号様式(第48条関係) 

公共工事前金払決定通知書 

  年  月  日 

          様 

寒川町長          □印  

次のとおり決定したので通知します。 

工事の名称 

決 定 区 分 

□ 前金払する  □ 中間前金払する  □ 前金払しない  □ 中間前金払しない 

契 約 金 額  

                 円 

□ 前金払決定額    □ 中間前金払決定額 

                 円 

追 加 払 額 

                 円 

前金払･中間前金払しない理由 

                                        

                                        

                                        

改正案 
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第 4 号様式の 2(第 48 条関係) 

中間前金払認定請求書 

年   月   日   

（あて先）寒川町長 

 

 次のとおり、中間前金払を受ける要件を備えていることの認定を請求します。なお、履行状況

については、地方自治法施行規則附則第 3 条第 3 項各号に該当することを誓約します。 

契約者(受注者)住所又は所在地 

 

 

氏名又は名称 

 

代表者氏名 

㊞  

工事の名称 

 

 

契約年月日 

年   月   日 

 

契約期間（工期） 

年   月   日 から 

 

年   月   日 まで 

契約金額（Ａ） 

                  円 

※ 変更契約がなされている場合は、変更後の

金額を記載してください。 

前払金受領済額（Ｂ） 

                  円 

※（Ｂ）＋（Ｃ）は（Ａ）の６０％以内。 

※（Ｃ）は（Ａ）の２０％以内。 

中間前払金申請予定額（Ｃ） 

              円 

 

添付書類 

 １．工事履行報告書  ２．工程表 

 

 

調査認定事項（以下の欄は記入しないでください。） 

地方自治法施行規則附則第 3 条第 3 項各号の要件を満たしていることの認定請求について、別添

工事履行報告書等に基づき次のとおり決定してよろしいか。 

課長 副主幹等 担当 決定区分 
起案 年  月  日 

   請求内容について 

□ 認定する 

□ 認定しない 
決裁 年  月  日 

認定しない場合の理由 

                                           

                                           

                                           

改正案 
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第 4 号様式の 3(第 48 条関係) 

中間前金払認定通知書 

年   月   日 

             様 

 

寒川町長   印    

 

 次のとおり決定したので通知します。 

工事の名称 

 

 

決定区分 

上記工事について、中間前金払を受ける要件を備えていることを 

□ 認定する。    □ 認定しない。 

契約年月日 

年   月   日 

工  期 

年   月   日 から       年   月   日 まで 

  継続費等に係る工事の場合の、該当の期間 

年   月   日 から       年   月   日 まで 

契約金額 

                      円 

※ 変更契約がなされている場合は、変更後の金額。 

認定しない場合の理由 

 

改正案 


